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<きたぎん>ネットダイレクトご利用規定 

1．<きたぎん>ネットダイレクト 

<きたぎん>ネットダイレクト（以下「本サービス」といいます。）は、利用者ご本人（以下「依

頼人」といいます。）が占有・管理するパーソナルコンピュータやスマートフォン等の通信機器

（以下「使用端末機」といいます。）によって、当行所定の取引を依頼する場合に利用できるも

のとします。  

2．サービスの利用、本人確認 

(1)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取扱金額の上限は、当行が別途定めるものとし、

依頼人に通知することなく変更することがあります。

(2)本サービスを利用する場合には、所定の利用者 ID、暗証番号、取引確認番号、振込・振替

サービス、料金等振込サービスの振込等の依頼における確認暗証番号（以下「登録暗証」と

いいます。）を使用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信

した登録暗証等と届出の登録暗証等との一致を確認することにより本人確認を行います。 

当行が本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があって

も当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。  

(3)前項の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「（犯罪収益移転防止

法」）に基づき、一旦受付した取引についても、取り扱いできない場合があります。

(4)サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。

(5) データ内容の作成基準ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領による

ものとします。

(6) 登録暗証は、依頼人自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しない

ものとします。依頼人は、登録暗証について盗用または不正使用等のおそれがある場合に

は、当行所定の手続きに従って、直ちに新しい登録暗証に変更するものとします。

なお、上記の変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

(7) 登録暗証を失念した場合は当行所定の方法により届け出てください。

(8) サービスの利用に際し、登録暗証を当行所定の回数以上誤って入力したときは、本サービ

スの取り扱いを中止します。依頼人が本サービスの再開を希望する場合は、当行所定の方

法により届け出てください。  

(9) 本サービスは依頼人がサービス利用申込時に、当行所定の方法で申込みを行った名義、住

所が同一の当行所定の種類の本人口座（以下「登録口座」といいます。）で利用できるも

のとします。

(10) 本サービス利用申込時に以下のとおり登録口座を指定してください。

①支払指定口座：振込・振替資金等の引落口座として依頼人が指定した登録口座。

②受取人口座：振込・振替資金等の入金口座として依頼人が指定した登録口座。

③申込代表口座：登録口座のうちから、依頼人が指定した普通預金口座（総合口座を含む）。
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本サービスの届出印と同一印を使用するものとする。 

なお、申込代表口座は、本サービスの契約を解約した後でなければ解約できないものとし

ます。  

(11) 本サービスの利用申込後、当行は依頼人に対し、利用者 ID、（仮）暗証番号、（仮）確

認暗証番号、取引確認番号（ワンタイムパスワード）表を発行し、当行所定の方法により

依頼人に通知します。  

(12) 依頼人は、本サービスの初回利用時に、使用端末機より暗証番号、確認暗証番号の変更登

録、および Eメールアドレスの登録を行うものとします。  

(13) 利用者カードの紛失・盗難等があった場合は、当行所定の方法により届け出てください。

Web 申込により利用者カードを再発行する際には、当行所定の手数料を、申込代表口座か

ら払戻請求書等の提出なしに引落のうえ、手続きを行います。なお、利用者カードの紛失・

盗難等の事実を当行が確認した場合には、当行は本サービスを解約するものとする。  

 

3．振込・振替サービス 

(1) 取引の範囲  

（イ）振込・振替サービスは、使用端末機によって、依頼日当日に、あらかじめ依頼人

が指定した依頼人名義の支払指定口座から振込資金または振替資金（以下「振込・

振替資金」といいます。）を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融

機関の国内本支店の受取人口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う

場合に利用できるものとします。なお、当行以外の金融機関あて振込のうち、一部

金融機関あて振込については取り扱いできない場合があります。  

（ロ）本項（イ）の振込・振替取引は、次の区分により取り扱います。  

①支払指定口座と受取人口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と受取

人口座とが同一店内にあっても、名義が異なる場合には「振込」として取り扱

います。  

②支払指定口座と受取人口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振

替」として取り扱います。  

 

(2) 取引の依頼  

（イ）振込・振替サービスによる 1回または 1日あたりの振込金額または振替金額（以

下「振込・振替金額」といいます。）は、当行所定の金額の範囲内とします。ただ

し、他の金融機関あての振込の場合には、この金額は当行所定の範囲内であらかじ

め依頼人が指定した金額の範囲内とします。また、１日の計算にあたっては、当行

が依頼人からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前０時を起点としま

す。  

（ロ）振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、支払指定口座の

預金種目・口座番号、振込・振替金額、登録暗証、その他の所定の事項を使用端末
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機によって、当行所定の方法により入力してください。当行は、入力された事項を

依頼内容とします。  

（ハ）当行は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致を確認した場合には、

依頼人に依頼内容を返信します。依頼人は、これを確認のうえ、確認コードを使用

端末機によって入力してください。  

 

(3)振込・振替契約の成立等  

（イ）依頼内容は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致確認をするとと

もに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が登録暗証の一致

を確認して取り扱いましたうえは、本規定 7にて定める場合を除き、暗証番号等に

盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を

負いません。  

（ロ）依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼人に送信しますので、確認して

ください。この通知が届かない場合には、直ちに当行または当行サービスセンター

に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当

行は責任を負いません。  

（ハ）当行は、依頼内容確定時に、振込・振替資金を、預金通帳・払戻請求書・カード

または小切手なしで支払指定口座から自動的に引落します。  

（ニ）振込・振替契約は前（ハ）に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座か

ら引落したときに成立するものとします。  

（ホ）前（ニ）により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづい

て振込通知を発信し、また、振替の処理を行います。 

（ヘ）当行は振込・振替サービスにかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。 

 

(4)振込・振替資金等の引落し不能の場合の取り扱い 

当行は、前項（ロ）に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項（ハ）に

規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、

振込・振替の取り扱いはしません。この場合、当行は、依頼人に対し、振込・振替資金

の引落し不能の旨の通知はしません。  

 

(5)依頼内容の変更、組戻し  

（イ）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取

引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り

扱います。  

① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に

かかる届出の印章（または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証）（以下

「届出の印章（または署名・暗証）といいます。」により記名押印（または署名、
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暗証の届出がある場合には署名・暗証記入）して提出してください。この場合、

当行所定の 本人確認資料または保証人を求めることがあります。  

② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。  

（ロ）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取

引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取

り扱います。  

① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章（または署名、

暗証）により記名押印（または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入）

して提出してください。この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人を求

めることがあります。  

② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。  

③ 組戻しされた振込資金は、支払指定口座へ返却します。  

（ハ）本項（イ）（ロ）の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信し

ているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受

取人との間で協議してください。  

（ニ）訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印章（または署名・暗証）と届出の

印章（または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証）とを相当の注意

をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いましたうえは、それらの書

類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、

当行は責任を負いません。  

（ホ）振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめ

はできません。  

(6)振込手数料等  

（イ）振込・振替サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をい

ただきます。なお、入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が

返却された場合でも振込手数料は返却しません。  

（ロ）第 5項（ロ）に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料を

いただきます。なお、組戻し手数料は組み戻しできなかった場合も返却しません。  

（ハ）振込手数料は依頼人に通知することなく変更することがあります。 

(7)振込・振替取引内容の確認  

（イ）振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所

定の方法によって照会することができます。  

（ロ）前（イ）の場合において取引内容に相違があるとき、または通知が届かないとき

は、直ちにその旨を当行または当行サービスセンターに 連絡してください。  

 

4．照会・通知サービス 
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(1)照会・通知サービスは、使用端末機によって、当行所定の情報の提供を依頼する場合に利

用できるものとします。  

(2)当行は、本サービスにかかる関連システムの仕様にもとづき、利用サービス内容を送信し

ます。なお、この内容はコンピュータ処理の関係上送信時点より前の時点の内容となる場

合があります。  

(3)当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信し

た内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、訂正データにより通知

しますが、最終的な取引内容については、預金通帳・計算書等により確認してください。 

  

5．取引内容の確認 

(1)本サービスにおける依頼人の使用端末機による指示内容はすべて記録され当行に相当期

間保存されます。依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保

存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。  

(2)本サービスのご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に

記帳するか使用端末機により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。  

 

6．届出事項の変更 

(1) 登録暗証、支払指定口座、印章、名称、住所、電話番号その他届出事項に変更があった

場合には、直ちに当行所定の方法によって届け出てください。  

(2) 前項の届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を

負いません。  

(3)同項(1)による届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類等

が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。  

 

7．暗証番号等の盗用による損害 

(1)暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正利用され生じた取引にいては、お客様

の責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客様は、当行に対し当該取引に

かかる損害（取引金額、手数料及び利息）の額に相当する金額の補てんを請求できます。  

(2)当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損

害を限度として補てんするものとします。 

  

8．災害等による免責等 

(1)次の各号の事由により振込、振替金の入金不能、入金遅延その他本サービスによる取引の

不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。  

① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき  

② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわ

らず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき  
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③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき  

(2)当行がこの規定により取り扱い、または依頼人がこの規定により取り扱わなかったことに

よる損害については、当行は責任を負いません。  

(3)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより依頼人の取引情報が漏

洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。  

9．解約等 

(1)本サービスの利用契約（以下「この契約」といいます。）は、当事者の一方の都合でいつ

でも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の方法によ

るものとします。  

(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到着しな

かったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。  

(3)依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するとき

は、依頼人に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。  

①支払の停止または破産、再生手続開始等の申立があったとき  

②手形交換所の取引停止処分を受けたとき  

③住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の

所在が不明となったとき  

④1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき  

⑤相続の開始があったとき  

⑥依頼人がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき  

(4)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合

には、当行はこのサービスを停止し、または解約の通知をすることによりこのサービスを

解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当

行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を

支払ってください。  

①契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場

合  

②本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団

等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当し、また

は次のいずれかに該当することが判明した場合  

A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること  

B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること  

C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有

すること  
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D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること  

E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること  

③本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合  

A 暴力的な要求行為  

B 法的な責任を超えた不当な要求行為  

C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為  

D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行

の業務を妨害する行為  

E その他 Aから Dに準ずる行為  

(5)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達し

なかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。  

(6)この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依

頼については、当行はその処理をする義務を負いません。  

(7)登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。

また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとします。  

 

10．ソフトウェアの取り扱い 

依頼人が他の金融機関・メーカー等から入手したソフトウェアについては、それぞれのソフトウ

ェアの利用規定・注意事項・保証規定等により取り扱うものとします。  

 

11．秘密保持 

この契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。  

 

12．関係規定の適用・準用 

A．この規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードロ

ーン規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等により取り扱います。  

B．振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、

振込規定を準用します。 

  

13．契約期間 

この契約の当初契約期間は申込日から 1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から

解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。

継続後も同様とします。  

 

14．通知・照会の連絡先 
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(1)依頼人は当行からの通知・照会手段として電子メールが利用されることに同意するものと

します。  

(2)依頼内容等に関し、当行より依頼人に通知・照会する場合には届出のあった住所、電話番

号を連絡先とします。  

(3)前項において、連絡先記載不備、または電話回線の不通等によって通知・照会ができなく

ても、これによって生じた損害については、当行は責任をおいません。  

15．規定の変更 

 (1)本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用で

きるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りで

はありません。また、サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。 

(2)本サービスで利用しているサービスの全部または一部について、合理的かつやむを得ない

事由がある場合は、サービスを廃止することがあります。この場合は内容を記載した店頭

表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。 

(3)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め

られる場合には、変更内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法によ

り周知します。なお変更については、公表等の際に定める適用開始日から適用されるもの

とします 

 

 

16．譲渡・質入れの禁止 

当行の承諾なしに本サービスに基づく依頼人の権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。  

 

17．準拠法・合意管轄 

この契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当行本

店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所とします。 

  

18．料金等払込みサービス 

(1)料金等払込みサービス「Pay-Easy（ペイジー）」（以下「料金等払込みサービス」といい

ます。）は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等（以下「料金等」とい

います。）の払込みを行うため、依頼人が依頼人の端末機より本サービスを利用して、

払込資金をインターネットサービスにかかる依頼人の預金口座から引き落とす（総合口

座取引規定およびカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。

以下同じです。）ことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。  

(2)料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。  

(3)依頼人の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、

確認番号その他当行所定の事項を正確に人力して、収納機関に対する納付情報または請

求情報の照会を当行に依頼してください。但し、依頼人が収納機関のホームページ等に

おいて、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込
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みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインタ

ーネットサービスに引き継がれます。  

(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として依頼人の端末機の画面に表示さ

れる納付情報または請求情報を確認したうえで、依頼人の口座番号、登録暗証その他当

行所定の事項を正確に人力してください。  

(5)当行で受信した依頼人の口座番号および登録暗証と届出の依頼人の口座番号および暗

証との一致を確認した場合は、依頼人の端末機の画面に申込しようとする内容が表示さ

れますので、依頼人はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込み

を行ってください。  

(6)料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認し

て払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。当行が登録暗

証の一致を確認して取り扱いましたうえは、本規定 7にて定める場合を除き、暗証番号

等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を

負いません。  

(7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。  

①申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において

依頼人の支払指定口座より払い戻すことのできる金額（当座貸越契約があるときは貸越

可能残高を含みます。）を超える場合  

②1 日あたりおよび 1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合  

③依頼人の登録口座が解約済みの場合  

④お客様からの支払口座に対する支払停止の届出に基づき当行が所定の手続を行った場

合  

⑤差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合  

⑥収納機関から納付情報または請求清報についての所定の確認ができない場合  

⑦当行所定の回数を超えて暗証を誤って依頼人の端末機に人力した場合  

⑧その他当行が必要と認めた場合  

(8)料金等払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の

利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがありま

す。  

(9)料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みの取りやめはできま

せん  

(10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。収納機関の

納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関

する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。  

(11)収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。  
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(12)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の人力を誤った場合は 、料金等

払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開する

には、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。  

(13)料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っ

ていただく場合があります。この場合、当行は預金通帳・払戻請求書・カードまたは

小切手なしで、支払指定口座から引落します。 

  

19．定期預金サービス 

(1)定期預金サービスは、使用端末機によって、依頼人が支払指定口座から指定する金額を

引落しのうえ定期預金を作成するサービスをいいます。また、使用端末機を用いた依

頼人の指定する定期預金に対して、中途解約、満期解約の予約を受付け、その元利金

を利息振替口座（総合口座の場合は、総合口座普通預金）へ入金するサービスをいい

ます。なお、本サービスで取り扱う定期預金は当行所定の種類、期間のものに限りま

す。  

(2)本サービスで定期預金を作成する場合は、預入日の当行本支店の店頭表示利率を適用し

ます。  

(3)定期預金のお預け入れの予約受付はお取り扱いできません。  

(4)本サービスで定期預金を満期解約予約する場合は、定期預金満期日の前日までに依頼し

てください。また、総合口座・総合家計通帳以外の定期預金で、満期時の取り扱いが

元利金継続となっている場合は、お取り扱いできません。 

  

 

2021 年 4 月 1 日 現在 


